
:　　　　　　

 1) 危険性・有害性の特定  「危険性又は有害性抽出基準」及び、ヒヤリハット・

 気がかり報告の推進による情報抽出・評価を行い、

 リスク低減・作業環境改善につなげます。

 2) 5S・TPM活動  5S 及び TPM活動を通じ、4M1Iの異常判断を容易

 にし、安全確保、誤作防止、生産効率向上を図り

 ます。

 3) からだの健康の保持増進  「物的」及び「人的」作業環境の結果に基づき、処

 置・改善計画を立て作業環境改善に取組みます。

 4) 教育・訓練  残留リスクに対する対処方法を明確にし対策の有

 効性確認が完了するまで周知教育を実施します。

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセン
ター、建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮
城県支部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働
災害防止協会宮城県支部、公益社団法人宮城労働基準協会

有限会社  大成工業

宣言日

事業場名

SafeworK 向上宣言
安全は全てに優先させ(管理要素の基盤)、
従業員の安全と安心、健康を確保します。

令和 5年 1月 31日


